
�愛媛県告示第１３３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。
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医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

中野クリニック 医療法人中野ク
リニック

温泉郡重信町志津川１５
７７番地１

平成１６年
５月１日

みずほ整形外科 藤 澤 圭 史 伊予郡砥部町麻生７番
５

平成１６年
６月１日

くきた内科クリ
ニック

医療法人くきた
内科クリニック

宇和島市中沢町二丁目
甲８６２番地３

平成１６年
５月１日

も り 歯 科 森 卓 也 新居浜市松木町１－２６ 平成１６年
５月２５日

としもり内科 医療法人としも
り内科

西条市下島山甲１２６４番
地の４

平成１６年
５月１日

ひさみつ歯科ク
リニック 玉 井 久 光 北条市鹿峰５番地１ 平成１６年

６月１日

四国中央市国民
健康保険新宮診
療所

四 国 中 央 市 四国中央市新宮町新宮
５０番地

平成１６年
４月１日

和 田 眼 科 医療法人和田眼
科

四国中央市中之庄町６４
番地の１

平成１６年
５月１日

うわたきファミ
リー歯科クリニ
ック

医療法人うわた
きファミリー歯
科クリニック

四国中央市土居町土居
２１２９番地１

平成１６年
５月１日

任 免 辞 令

○ 土井 貴明外…………………………………………………………６６６

○ 公営企業任免辞令（２件）…………………………………………６６６

告 示

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

訪問看護ステーションそよ
風さん 新居浜市萩生１０６１番地 平成１６年５月２８日

毎週（火・金）曜日発行 第１５６７号 平成１６年６月１８日
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�愛媛県告示第１３３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

みぶ小児科 壬 生 真 人 今治市北宝来町三丁目２－
２１

今治市北宝来町三丁目１－
２７ 平成１６年４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

中野クリニック 中 野 敬 温泉郡重信町志津川１５
７７－１

平成１６年
５月１日

原内科胃腸科医
院 原 中 今治市上徳神宮寺甲３２

５－１
平成１６年
５月１日

服 部 医 院 服 部 正 一 今治市波止浜一丁目６
－３

平成１６年
６月１日

くきた内科クリ
ニック 莖 田 仁 志 宇和島市中沢町二丁目

４番５号
平成１６年
５月１日

としもり内科医
院 年 森 司 西条市下島山甲１２６４－

４
平成１６年
５月１日

新宮村国民健康
保険診療所 新 宮 村 長 宇摩郡新宮村大字新宮

５０番地
平成１６年
４月１日

和 田 眼 科 和 田 眞 明 四国中央市中之庄町６４
番地の１

平成１６年
５月１日

うわたきファミ
リー歯科クリニ
ック

上 瀧 祥 子 四国中央市土居町土居
２１２９－１

平成１６年
５月１日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

医療法人沖縄徳
洲会宇和島徳洲
会病院

医療法人沖縄徳
洲会宇和島徳洲
会病院

宇和島市住吉町二丁目
６番２４号

平成１６年
４月１日

四国中央市国民
健康保険新宮診
療所

四 国 中 央 市 四国中央市新宮町新宮
５０番地

平成１６年
４月１日

西予市立宇和病
院 西 予 市 西予市宇和町卯之町一

丁目２４６番地
平成１６年
４月１日

西予市野村介護
老人保健施設つ
くし苑

西 予 市 西予市野村町野村９号
４７番地３

平成１６年
４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

中野クリニック 温泉郡重信町大字志津川１５
７７番地１ 医療法人中野クリニック 温泉郡重信町大字志津川１５

７７番地１ 平成１６年５月１日

有限会社さくら 温泉郡川内町北方３２０５番地
１コスモ川内１０１号

ヘルパーステーションさく
ら

温泉郡川内町北方３２０５番地
１コスモ川内１０１号 平成１６年５月２０日

有限会社まるいち 温泉郡川内町大字南方４７４
番地の９

有限会社まるいち訪問介護
事業所

温泉郡川内町大字南方４７４
番地の９ 平成１６年５月３１日

社会福祉法人面河村社会福
祉協議会

上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

指定通所介護事業所デイサ
ービスセンターおもご

上浮穴郡面河村渋草２３１０番
地 平成１６年５月６日

社会福祉法人柳谷村社会福
祉協議会

上浮穴郡柳谷村大字柳井川
９２３番地 柳谷村指定訪問介護事業所 上浮穴郡柳谷村大字柳井川

８４６番地 平成１６年４月１日

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松４２８
番地

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松４２８
番地 平成１５年４月１１日

社会福祉法人保内町社会福
祉協議会

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１

保内町ホームヘルプサービ
ス事業所

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１ 平成１６年４月１日
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社会福祉法人保内町社会福
祉協議会

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１

保内町訪問入浴サービス事
業所

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人保内町社会福
祉協議会

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１

保内町デイサービスセンタ
ー

西宇和郡保内町宮内１番耕
地１２４番地１ 平成１６年４月１日

有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地１ ほっと介護センターさざん
か 今治市阿方甲４２４番地１ 平成１６年４月２０日

医療法人沖縄徳洲会宇和島
徳洲会病院

沖縄県島尻郡東風平町字外
間８０番地

医療法人沖縄徳洲会宇和島
徳洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６番
２４号 平成１６年４月１日

有限会社東雲精工 新居浜市東雲町二丁目６番
６５号

デイサービスセンターゆと
りーさ

新居浜市東雲町二丁目６番
６５号 平成１６年４月３０日

有限会社デイサービスセン
ターふれんど 新居浜市萩生２８９６番地２ 有限会社デイサービスセン

ターふれんど 新居浜市萩生２８９６番地２ 平成１６年５月２１日

有限会社キャンパス 西条市氷見丙１２６０番地２Ｍ
Ｙシャトレー２０６

訪問看護ステーションおれ
んじ

西条市氷見丙１２６０番地２Ｍ
Ｙシャトレー２０６ 平成１６年４月１６日

有限会社介護サービスひか
り 大洲市多田甲６４２番地 有限会社介護サービスひか

り 大洲市多田甲６４２番地 平成１６年４月１日

特定非営利活動法人
Ａｓａｎａｍｉ Ｗｏｒｋ
Ｃａｍｐ

北条市苞木甲２４７番地３ ＡＷＣヘルパーステーショ
ン 北条市八反地甲１６３１番地 平成１６年４月１５日

医療法人社団樹人会 北条市中須賀２８８番地５ 医療法人社団樹人会北条病
院 北条市中須賀２８８番地５ 平成１６年４月１日

玉 井 久 光 北条市鹿峰５番地１ ひさみつ歯科クリニック 北条市鹿峰５番地１ 平成１６年６月１日

社会福祉法人潤和会 東予市周布３２６番地 デイサービスセンターなご
み 東予市周布３２６番地 平成１６年４月２３日

社会福祉法人潤和会 東予市周布３２６番地 指定短期入所生活介護事業
所なごみ 東予市周布３２６番地 平成１６年４月２３日

有限会社どうぜんサービス 東予市石田８６４番地 有限会社どうぜんサービス 東予市石田８６４番地 平成１６年４月２８日

社会福祉法人四国中央市社
会福祉協議会

四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 四国中央市社会福祉協議会 四国中央市三島宮川四丁目

６番５５号 平成１６年４月１日

社会福祉法人四国中央市社
会福祉協議会

四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号

四国中央市新宮デイサービ
スセンター

四国中央市新宮町新宮５０番
地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号

四国中央市国民健康保険新
宮診療所

四国中央市新宮町新宮５０番
地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号

短期入所生活介護事業所萬
翠荘

四国中央市中之庄町５４２番
地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 通所介護事業所みどり荘 四国中央市中之庄町５４２番

地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 通所介護事業所コスモス荘 四国中央市中之庄町５４２番

地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号

短期入所生活介護事業所豊
寿園

四国中央市土居町津根２６３９
番地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 通所介護事業所ひうち荘 四国中央市土居町津根２６３９

番地 平成１６年４月１日
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�愛媛県告示第１３３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

医療法人うわたきファミリ
ー歯科クリニック

四国中央市土居町土居２１２９
番地１

うわたきファミリー歯科ク
リニック

四国中央市土居町土居２１２９
番地１ 平成１６年５月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市国民健康保険俵津診
療所

西予市明浜町俵津３番耕地
２２８番地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市国民健康保険田之浜
診療所

西予市明浜町田之浜甲１１０８
番地第３ 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市国民健康保険狩江診
療所

西予市明浜町狩浜２番耕地
１３２１番地第４ 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市国民健康保険高山診
療所

西予市明浜町高山甲３６５６番
地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市明浜デイサービスセ
ンター

西予市明浜町狩浜２番耕地
１１７７番地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市明浜老人短期入所施
設

西予市明浜町狩浜２番耕地
１１７７番地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１ 西予市立宇和病院 西予市宇和町卯之町一丁目

２４６番地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１ 西予市立野村病院 西予市野村町野村９号５３番

地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地

西予市野村介護老人保健施
設つくし苑

西予市野村町野村９号４７番
地３ 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市三瓶デイサービスセ
ンター

西予市三瓶町朝立１番耕地
３６０番地１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会三瓶支所

西予市三瓶町朝立１番耕地
３６０番地１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会三瓶支所訪問入浴
介護事業所

西予市三瓶町朝立１番耕地
３６０番地１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会明浜支所

西予市明浜町高山甲３６７８番
地 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会本所

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地 平成１６年４月１日

三泰商事有限会社 八幡浜市１４７８番地 介護支援ショップ西予三泰
商事有限会社

西予市宇和町坂戸３３０番地
５ 平成１６年４月２６日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会野村支所

西予市野村町野村１２号１５番
地 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会城川支所 西予市城川町下相９３８番地 平成１６年４月１日

社会福祉法人城川町社会福
祉施設協会

西予市城川町魚成７０２６番地
１

西予市城川デイサービスセ
ンター

西予市城川町魚成７０２６番地
１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人城川町社会福
祉施設協会

西予市城川町魚成７０２６番地
１

西予市城川老人短期入所施
設

西予市城川町魚成７０２６番地
１ 平成１６年４月１日
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平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人柳谷村社会福
祉協議会

上浮穴郡柳谷村大字柳井川
９２３番地

柳谷村指定居宅介護支援事
業所

上浮穴郡柳谷村大字柳井川
８４６番地 平成１６年４月１日

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松４２８
番地

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松４２８
番地 平成１６年４月１日

社会福祉法人日吉村社会福
祉協議会

北宇和郡日吉村下鍵山５００
番地

社会福祉法人日吉村社会福
祉協議会指定居宅介護支援
事業所

北宇和郡日吉村下鍵山５００
番地 平成１６年４月１６日

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡東風平町字外
間８０番地 ケアプランセンターパール 宇和島市住吉町二丁目６番

２４号 平成１６年４月１日

有限会社デイサービスセン
ターふれんど 新居浜市萩生２８９６番地２ 指定居宅介護支援事業所ふ

れんど 新居浜市萩生２８９６番地２ 平成１６年５月２１日

有限会社介護サービスひか
り 大洲市多田甲６４２番地 有限会社介護サービスひか

り 大洲市多田甲６４２番地 平成１６年４月１日

特定非営利活動法人
Ａｓａｎａｍｉ Ｗｏｒｋ
Ｃａｍｐ

北条市苞木甲２４７番地３ ＡＷＣケアプランセンター 北条市八反地甲１６３１番地 平成１６年４月１５日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 居宅介護支援事業所豊寿園 四国中央市土居町津根２６３９

番地 平成１６年４月１日

四国中央市 四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 居宅介護支援事業所すいは 四国中央市中之庄町５４２番

地 平成１６年４月１日

社会福祉法人四国中央市社
会福祉協議会

四国中央市三島宮川四丁目
６番５５号 四国中央市社会福祉協議会 四国中央市三島宮川四丁目

６番５５号 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市明浜居宅介護支援事
業所

西予市明浜町狩浜２番耕地
１１７７番地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１ 介護支援のむら 西予市野村町野村９号５３番

地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市野村介護老人保健施
設つくし苑

西予市野村町野村９号４７番
地３ 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市野村在宅介護支援セ
ンター

西予市野村町野村９号４７番
地３ 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会三瓶支所

西予市三瓶町朝立１番耕地
３６０番地１ 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会明浜支所

西予市明浜町高山甲３６７８番
地 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会本所

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地 平成１６年４月１日

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会

西予市宇和町卯之町二丁目
４５０番地

社会福祉法人西予市社会福
祉協議会野村支所

西予市野村町野村１２号１５番
地 平成１６年４月１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目
４３４番地１

西予市城川居宅介護支援事
業所 西予市城川町下相９３８番地 平成１６年４月１日
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�愛媛県告示第１３３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により指定した介護機関を次のように廃止した旨の届出

があった。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人面河村社会福
祉協議会

上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

面河村社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

（変更後）
上浮穴郡面河村渋草２３１０番
地

平成１６年４月１日
（変更前）
上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人面河村社会福
祉協議会

上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

面河村社会福祉協議会指定
居宅介護支援事業所

（変更後）
上浮穴郡面河村渋草２３１０番
地

平成１６年４月１日
（変更前）
上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

町立宇和病院 宇 和 町 東宇和郡宇和町大字卯
之町一丁目２４６

平成１６年
３月３１日

野村町老人保健
施設つくし苑 野 村 町 東宇和郡野村町大字野

村９号４７番地３
平成１６年
３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

柳谷村 上浮穴郡柳谷村柳井川９２３
番地 柳谷村指定訪問介護事業所 上浮穴郡柳谷村柳井川９２３

番地 平成１６年３月３１日

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松５４８
番地

社会福祉法人河辺村社会福
祉協議会

喜多郡河辺村大字植松５４８
番地 平成１５年４月１０日

保内町 西宇和郡保内町宮内１－２６
０

保内町ホームヘルプサービ
ス事業所

西宇和郡保内町宮内１－１２
４－１ 平成１６年３月３１日

保内町 西宇和郡保内町宮内１－２６
０

保内町訪問入浴サービス事
業所

西宇和郡保内町宮内１－１２
４－１ 平成１６年３月３１日

保内町 西宇和郡保内町宮内１－２６
０

保内町デイサービスセンタ
ー

西宇和郡保内町宮内１－１２
４－１ 平成１６年３月３１日
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木 下 詔 一 北条市中須賀２８８－５ 北条病院 北条市中須賀２８８－５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 社会福祉法人新宮村社会福

祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 平成１６年３月３１日

社会福祉法人土居町社会福
祉協議会 宇摩郡土居町入野１７４－３ 社会福祉法人土居町社会福

祉協議会 宇摩郡土居町入野１７４－３ 平成１６年３月３１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 短期入所生活介護事業所豊
寿園 宇摩郡土居町津根２６３９ 平成１６年３月３１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 通所介護事業所ひうち荘 宇摩郡土居町津根２６３９ 平成１６年３月３１日

上 瀧 祥 子 四国中央市土居町土居２１２９
番地１

うわたきファミリー歯科ク
リニック

四国中央市土居町土居２１２９
番地１ 平成１６年５月１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 通所介護事業所ばんすい 伊予三島市中之庄町５４２ 平成１６年３月３１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 短期入所生活介護事業所萬
翠荘 伊予三島市中之庄町５４２ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会 伊予三島市宮川４－６－５５ 伊予三島市社会福祉協議会

指定福祉用具貸与事業所 伊予三島市宮川４－６－５５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会 伊予三島市宮川４－６－５５

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会指定訪問介護
事業所

伊予三島市宮川４－６－５５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会 伊予三島市宮川４－６－５５

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会指定訪問入浴
介護事業所

伊予三島市宮川４－６－５５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人川之江市社会
福祉協議会 川之江市金生町下分８６５ 川之江市社会福祉協議会 川之江市金生町下分８６５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人三瓶町社会福
祉協議会

西宇和郡三瓶町朝立１番耕
地３６０番地１ 三瓶町社会福祉協議会 西宇和郡三瓶町朝立１番耕

地３６０番地１ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人三瓶町社会福
祉協議会

西宇和郡三瓶町朝立１番耕
地３６０番地１

三瓶町社会福祉協議会訪問
入浴介護事業所

西宇和郡三瓶町大字朝立１
番耕地３６０番地１ 平成１６年３月３１日

三瓶町 西宇和郡三瓶町朝立７－２８
７－３ 三瓶町保健福祉課 西宇和郡三瓶町朝立１－３６

０－１ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人明浜町社会福
祉協議会 東宇和郡明浜町高山３６７８ 社会福祉法人明浜町社会福

祉協議会 東宇和郡明浜町高山３６７８ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町デイサービスセンタ
ー

東宇和郡明浜町狩浜２－１１
７７ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町老人短期入所施設 東宇和郡明浜町狩浜２－１１
７７ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険田之浜
診療所

東宇和郡明浜町田之浜甲１１
０８番地第３ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険俵津診
療所

東宇和郡明浜町俵津３－２２
８ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険狩江診
療所

東宇和郡明浜町大字狩浜２
番耕地１３２１番地第４ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険高山診
療所 東宇和郡明浜町高山３６５６ 平成１６年３月３１日

愛 媛 県 報平成１６年６月１８日 第１５６７号

６４９



�愛媛県告示第１３４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇和町 東宇和郡宇和町大字卯之町
一丁目２４６ 町立宇和病院 東宇和郡宇和町大字卯之町

一丁目２４６ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人宇和町社会福
祉協議会

東宇和郡宇和町卯之町２－
４５０

社会福祉法人宇和町社会福
祉協議会

東宇和郡宇和町卯之町２－
４５０ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人野村町社会福
祉協議会 東宇和郡野村町野村１２－１５ 社会福祉法人野村町社会福

祉協議会 東宇和郡野村町野村１２－１５ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村９－４７
－３

野村町老人保健施設つくし
苑

東宇和郡野村町野村９－４７
－３ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村１２－６１
９ 町立野村病院 東宇和郡野村町野村９－５３ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村１２－６１
９

野村町国民健康保険惣川診
療所

東宇和郡野村町大字惣川２８
８番地 平成１６年３月３１日

社会福祉法人城川町社会福
祉協議会 東宇和郡城川町下相９３８ 社会福祉法人城川町社会福

祉協議会 東宇和郡城川町下相９３８ 平成１６年３月３１日

城川町 東宇和郡城川町下相９４５ 城川町国民健康保険土居診
療所

東宇和郡城川町大字土居５７
８番地 平成１６年３月３１日

城川町 東宇和郡城川町下相９４５ 城川町特別養護老人ホーム
寿楽苑 東宇和郡城川町魚成７０２６ 平成１６年３月３１日

城川町 東宇和郡城川町下相９４５ 城川町デイサービスセンタ
ー 東宇和郡城川町魚成７０２６ 平成１６年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

柳谷村 上浮穴郡柳谷村柳井川９２３
番地

柳谷村指定居宅介護支援事
業所

上浮穴郡柳谷村柳井川８４６
番地 平成１６年３月３１日

河辺村 喜多郡河辺村植松５４８ 河辺村福祉課 喜多郡河辺村植松５４８ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 社会福祉法人新宮村社会福

祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 平成１６年３月３１日

社会福祉法人土居町社会福
祉協議会 宇摩郡土居町入野１７４－３ 社会福祉法人土居町社会福

祉協議会 宇摩郡土居町入野１７４－３ 平成１６年３月３１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 居宅介護支援事業所豊寿園 宇摩郡土居町津根２６３９ 平成１６年３月３１日

宇摩地区広域市町村圏組合 伊予三島市中央５－９－５４ 居宅介護支援事業所すいは 伊予三島市中之庄町５４２番
地 平成１６年３月３１日

社会福祉法人川之江市社会
福祉協議会 川之江市金生町下分８６５ 川之江市社会福祉協議会 川之江市金生町下分８６５ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会 伊予三島市宮川４－６－５５

社会福祉法人伊予三島市社
会福祉協議会指定居宅介護
支援事業所

伊予三島市宮川４－６－５５ 平成１６年３月３１日

��������������

愛 媛 県 報平成１６年６月１８日 第１５６７号
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�愛媛県告示第１３４２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３４３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

社会福祉法人三瓶町社会福
祉協議会

西宇和郡三瓶町大字朝立１
番耕地３６０番地１ 三瓶町社会福祉協議会 西宇和郡三瓶町大字朝立１

番耕地３６０番地１ 平成１６年３月３１日

三瓶町 西宇和郡三瓶町朝立７－２８
７－３ 三瓶町保健福祉課 西宇和郡三瓶町朝立１－３６

０－１ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人明浜町社会福
祉協議会 東宇和郡明浜町高山３６７８ 社会福祉法人明浜町社会福

祉協議会 東宇和郡明浜町高山３６７８ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町健康管理センター 東宇和郡明浜町高山３６５６ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険俵津診
療所

東宇和郡明浜町俵津３－２２
８ 平成１６年３月３１日

明浜町 東宇和郡明浜町高山３６５７ 明浜町国民健康保険高山診
療所 東宇和郡明浜町高山３６５６ 平成１６年３月３１日

宇和町 東宇和郡宇和町卯之町３－
４３４ 宇和町役場保健福祉課 東宇和郡宇和町卯之町３－

４３４ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人宇和町社会福
祉協議会

東宇和郡宇和町卯之町２－
４５０

社会福祉法人宇和町社会福
祉協議会

東宇和郡宇和町卯之町２－
４５０ 平成１６年３月３１日

社会福祉法人野村町社会福
祉協議会 東宇和郡野村町野村１２－１５ 社会福祉法人野村町社会福

祉協議会 東宇和郡野村町野村１２－１５ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村９－４７
－３

野村町老人保健施設つくし
苑

東宇和郡野村町野村９－４７
－３ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村９－４７
－３

野村町在宅介護支援センタ
ー

東宇和郡野村町野村９－４７
－３ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村１２－６１
９ 町立野村病院 東宇和郡野村町野村９－５３ 平成１６年３月３１日

野村町 東宇和郡野村町野村１２－６１
９ 野村町役場保健福祉課 東宇和郡野村町野村１２－１５ 平成１６年３月３１日

城川町 東宇和郡城川町下相９４５ 城川町在宅介護支援センタ
ー

東宇和郡城川町魚成７０２６番
地 平成１６年３月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３０１１５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン中

予ケアセンター 伊予市米湊９７５－１ 平成１６年
６月１０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４１１１４ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 身体障害者居

宅介護
株式会社コムスン中
予ケアセンター 伊予市米湊９７５－１ 平成１６年

６月１０日

��������������
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愛 媛 県 報平成１６年６月１８日 第１５６７号
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�愛媛県告示第１３４５号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第

８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、

平成１６年度分の補助金から適用する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項�の表農業委員会に要する経費の部農地情報
管理システム整備事業に要する経費の項経費の欄中「農地情

報管理システム整備事業」を「農地情報利用効率化対策事業

」に改め、同部農業委員会活動強化対策事業に要する経費の

項同欄中「農業委員会活動強化対策事業」を「農業委員会等

活動強化対策事業」に改め、同表県農業会議に要する経費の

部農地調整関係等調査に要する経費の項を削り、同条第３項

第１号中「農地情報管理システム整備事業」を「農地情報利

用効率化対策事業」に、「農業委員会活動強化対策事業」を

「農業委員会等活動強化対策事業」に改め、同項第２号中「

、農地調整関係等調査に要する経費」を削る。

第３条、第７条及び第８条中「５部」を「１部」に改める

。

様式第２号の�６及び７を次のように改める。
６ 農地情報利用効率化対策事業

� 農地地図情報システム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

ウ 農地地図情報システム活用・普及推進検討会参加

計画

� 参加時期 年 月 日

� 参加人員 人

� 台帳照合用システム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

� 共有ネットワークシステム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

７ 農業委員会等活動強化対策事業

� 広域連携活動実施地区数 地区

ア 広域連携企画検討会

� 開催回数 回

� 活動計画

イ 現地活動（活動内容）

ウ 対策検討会の開催計画

� 開催回数 回

� 活動計画

エ 対策活動（活動内容）

� 農地等情報収集体制支援研修会実施地区数 地区

ア 研修会の開催計画

� 開催回数 回

� 参加人員 人

� 講師及び研修内容

イ 意見交換会の開催計画

� 開催回数 回

� 参加人員 人

� 主な内容

� 活動評価検討会地区数 地区

� 活動評価検討会

ア 開催時期 年 月 日

イ 評価内容

様式第２号の�３から５までを次のように改める。
３ 農地情報利用効率化対策事業

� 遂行方針

� 企画検討会

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 農地地図情報システム活用・普及推進検討会の開催

計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 農地地図情報システム活用状況等調査・分析計画（

調査の内容）

� 農地地図情報システム研修会の参加計画

ア 参加時期 年 月 日

イ 参加場所

ウ 参加人員 人

� 農地地図情報システム濃密指導の実施計画

ア 対象委員会数及び指導回数 委員会 回

イ 指導員の氏名、職業、従事日数及び謝金の支払計

画

� 農地等情報利活用検討会の開催計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

�愛媛県告示第１３４４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６２１１９ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン中
予ケアセンター 伊予市米湊９７５－１ 平成１６年

６月１０日

愛 媛 県 報平成１６年６月１８日 第１５６７号

６５２



� 共有ネットワーク利活用検討会の開催計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 共有ネットワーク濃密指導の実施計画

ア 対象委員会数及び指導回数 委員会 回

イ 指導員の氏名、職業、従事日数及び謝金の支払計

画

� 共有ネットワークシステム・マニュアル作成計画

ア 発行回数 回

イ 発行部数 部

� 農地等情報活用促進システムの導入等の実施計画（

農地等情報の電子入力延べ日数）

� 農地等情報活用促進システム利活用検討会の開催計

画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

４ 農業委員会等活動強化対策事業

� 農業会議職員研修会への出席（出席計画）

� 農業委員等研修会

ア 基礎研修会の開催計画

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所

� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

イ 特別研修会の開催計画

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所

� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

ウ 専門研修会の開催計画

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所

� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

� 巡回指導の実施計画

ア 対象委員会数 委員会

イ 指導回数 回

	 活動事例集の作成計画

ア 調査員数 人

イ 発行回数 回

ウ 発行部数 部


 調査事業の実施内容

ア 調査項目

イ 調査会の開催計画

� 開催場所

� 開催回数 回

� 参加人員 人

ウ 調査方法

� 農地調整関係等調査事業の推進方針

ア 調査計画（見込）件数

� 転用のための権利移動 件

� 賃貸借の解除及び解約 件

� 土地区画整理事業 件

� 農業経営基盤強化促進基本方針 件

� 特定利用権設定 件

� 開発行為別 件

イ 調査所要人員 人

� 広域連携活動指導の実施計画

ア 対象委員会数 委員会

イ 指導回数 回

� 活動評価検討会の開催計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 対象委員会数 委員会

エ 主な検討内容

� 活動評価委員の委嘱計画

ア 氏名

イ 職業

ウ 従事日数 日

エ 謝金の支払計画

� 農業委員会組織業務効率化検討会の開催計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 農業委員会組織業務効率化実態調査の実施計画

ア 調査時期 年 月 日

イ 調査内容

ウ 調査方法

５ 連携強化推進体制整備事業

� 連携強化推進協議会の開催計画

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 協議内容

様式第２号の�中６及び７を削り、８を６とし、９を７と
する。

様式第３号の��の表区分の欄４�及び�を次のように改
める。

� 農地情報利用効率化対策事業費

� 農業委員会等活動強化対策事業費

様式第３号の��の表区分の欄５を次のように改める。
５ 業務費

� 農地情報利用効率化対策事業費

� 農業委員会等活動強化対策事業費

ア 農業委員及び職員等の研修会等

イ 農業委員会組織業務効率化

� 連携強化推進体制整備事業費

様式第３号の��の表区分の欄中６を削り、７を６とし、
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８を７とする。

様式第８号の�５及び６を次のように改める。
５ 農地情報利用効率化対策事業

� 農地地図情報システム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

ウ 農地地図情報システム活用・普及推進検討会参加

内容

� 参加時期 年 月 日

� 参加人員 人

� 台帳照合用システム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

� 共有ネットワークシステム

ア 整備方針

イ 実施地区数 地区

６ 農業委員会等活動強化対策事業

� 広域連携活動実施地区数 地区

ア 広域連携企画検討会

� 開催回数 回

� 活動実績

イ 現地活動（活動内容）

ウ 対策検討会の開催内容

� 開催回数 回

� 活動実績

エ 対策活動（活動内容）

� 農地等情報収集体制支援研修会実施地区数 地区

ア 研修会の開催内容

� 開催回数 回

� 参加人員 人

� 講師及び研修内容

イ 意見交換会の開催内容

� 開催回数 回

� 参加人員 人

� 主な内容

� 活動評価検討会地区数 地区

� 活動評価検討会

ア 開催時期 年 月 日

イ 評価内容

様式第８号の�８の表業務費の部農地情報管理システム整
備事業費の項区分の欄中「農地情報管理システム整備事業費

」を「農地情報利用効率化対策事業費」に改め、同部農業委

員会活動強化対策事業費の項同欄中「農業委員会活動強化対

策事業費」を「農業委員会等活動強化対策事業費」に改める

。

様式第８号の�４から６までを次のように改める。
４ 農地情報利用効率化対策事業

� 遂行方針

� 企画検討会

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 農地地図情報システム活用・普及推進検討会の開催

内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 農地地図情報システム活用状況等調査・分析内容（

調査の内容）

� 農地地図情報システム研修会の参加内容

ア 参加時期 年 月 日

イ 参加場所

ウ 参加人員 人

� 農地地図情報システム濃密指導の実施内容

ア 対象委員会数及び指導回数 委員会 回

イ 指導員の氏名、職業、従事日数及び謝金の支払実

績

� 農地等情報利活用検討会の開催内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

� 共有ネットワーク利活用検討会の開催内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

	 共有ネットワーク濃密指導の実施内容

ア 対象委員会数及び指導回数 委員会 回

イ 指導員の氏名、職業、従事日数及び謝金の支払実

績


 共有ネットワークシステム・マニュアル作成内容

ア 発行回数 回

イ 発行部数 部

� 農地等情報活用促進システムの導入等の実施内容（

農地等情報の電子入力延べ日数）

� 農地等情報活用促進システム利活用検討会の開催内

容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

５ 農業委員会等活動強化対策事業

� 農業会議職員研修会への出席（出席実績）

� 農業委員等研修会

ア 基礎研修会の開催内容

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所

� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

イ 特別研修会の開催内容

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所
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� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

ウ 専門研修会の開催内容

� 開催時期 年 月 日

� 開催場所

� 参加人員 人

� 講師

� 主な研修内容

� 巡回指導の実施内容

ア 対象委員会数 委員会

イ 指導回数 回

� 活動事例集の作成内容

ア 調査員数 人

イ 発行回数 回

ウ 発行部数 部

� 調査事業の実施内容

ア 調査項目

イ 調査会の開催内容

� 開催場所

� 開催回数 回

� 参加人員 人

ウ 調査方法

� 農地調整関係等調査事業の推進方針

ア 調査件数

� 転用のための権利移動 件

� 賃貸借の解除及び解約 件

� 土地区画整理事業 件

� 農業経営基盤強化促進基本方針 件

� 特定利用権設定 件

� 開発行為別 件

イ 調査所要人員 人

� 広域連携活動指導の実施内容

ア 対象委員会数 委員会

イ 指導回数 回

� 活動評価検討会の開催内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 対象委員会数 委員会

エ 主な検討内容

� 活動評価委員の委嘱内容

ア 氏名

イ 職業

ウ 従事日数 日

エ 謝金の支払実績

� 農業委員会組織業務効率化検討会の開催内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 主な検討内容

	 農業委員会組織業務効率化実態調査の実施内容

ア 調査時期 年 月 日

イ 調査内容

ウ 調査方法

６ 連携強化推進体制整備事業


 連携強化推進協議会の開催内容

ア 開催時期 年 月 日

イ 開催場所

ウ 参加人員 人

エ 協議内容

様式第８号の�中７から９までを削り、１０を７とし、１１を
８とする。

様式第９号の
�の表４の項�区分の欄中「農地情報管理
システム整備事業費」を「農地情報利用効率化対策事業費」

に改め、同項�同欄中「農業委員会活動強化対策事業費」を
「農業委員会等活動強化対策事業費」に改める。

様式第９号の��の表中
５ 農地調整関係等調査費

６ 業 務 費


 調 査 費

� 農業委員会活動強化

対策事業費

� 農地情報管理システ

ム整備事業費

� 連携強化推進体制整

備事業費

農地基本台帳電子化普

及指導員謝金 円

農地地図情報システム

濃密指導員謝金 円

その他 円

「

」

を

５ 業 務 費


 農地情報利用効率化

対策事業費

� 農業委員会活動強化

対策事業費

ア 農業委員及び職員

等の研修会等

イ 農業委員会組織業

務効率化

� 連携強化推進体制整

備事業費

農地地図情報システム

濃密指導員謝金 円

共有ネットワーク濃密

指導員謝金 円

その他 円

「

」

に改め、同表区分の欄中７を６とし、８を７とする。

�������
�愛媛県告示第１３４６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 市長 石橋 寛久
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宇和島市栄町港二丁目４番１４号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

宇和島市遊子２００９番１１から同遊子２２５６番までの地先

公有水面

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並びに
�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ
．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（宇和島市遊子２００９番２地先の市道に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度１２分２６秒、東経１３２度２７分４２

秒の地点

�点は、基点から真北２３６度５６分３２秒１１．４６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１３０度５３分３９秒０．６４メートル
の地点

�点は、�点から真北１３４度２３分１３秒３．６７メートル
の地点

�点は、�点から真北２１９度５１分２６秒８．６０メートル
の地点

�点は、�点から真北３０９度５２分１６秒２．８１メートル
の地点

�点は、�点から真北３９度５２分０４秒２．００メートルの
地点

	点は、�点から真北３０９度５１分２９秒１８．１９メート
ルの地点


点は、	点から真北３０９度５１分３０秒２０．００メート
ルの地点

�点は、
点から真北３０７度４６分５１秒２０．６９メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０７度１０分３８秒３．７５メートル
の地点

点は、�点から真北２１４度２９分４１秒１．７０メートル
の地点

�点は、点から真北３０４度１０分１５秒０．４８メートル
の地点

�点は、�点から真北３３度４７分２０秒１．００メートルの
地点

�点は、�点から真北３０１度４１分２３秒２．８８メートル
の地点

�点は、�点から真北２０９度３８分１６秒１．００メートル
の地点

�点は、�点から真北２９８度１８分５５秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北２７度０３分０４秒１．７０メートルの
地点

�点は、�点から真北２９１度００分４５秒８．５３メートル
の地点

�点は、�点から真北２７８度３６分３４秒８．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北２６６度０１分５７秒８．７７メートル

の地点

�点は、�点から真北２６１度５８分２２秒１９．１７メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６０度１４分０３秒４．１４メートル
の地点

�点は、�点から真北２６５度４７分２１秒１１．０５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７７度５０分２６秒１１．１７メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８９度４７分１８秒１１．０６メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０１度４７分０８秒１１．１７メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０７度５１分１７秒１．２２メートル
の地点

�点は、�点から真北２１７度４８分５９秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北３０７度５１分２７秒０．５０メートル
の地点

 点は、�点から真北３７度４８分４６秒１．００メートルの
地点

!点は、 点から真北３０６度４７分３７秒２．８１メートル
の地点

"点は、!点から真北２１７度５０分５４秒１．００メートル
の地点

#点は、"点から真北３０５度４６分１８秒１．６９メートル
の地点

$点は、#点から真北３５度２６分１６秒１．７０メートルの
地点

%点は、$点から真北３０３度２８分５８秒９．３９メートル
の地点

&点は、%点から真北２９８度１４分４１秒１５．６３メート
ルの地点

'点は、&点から真北２９８度０８分０５秒３．４９メートル
の地点

(点は、'点から真北２９２度１５分３４秒７．４５メートル
の地点

)点は、(点から真北２７７度１５分４６秒７．１０メートル
の地点

*点は、)点から真北２６１度３３分４６秒７．４６メートル
の地点

+点は、*点から真北２４５度０２分４４秒７．８０メートル
の地点

,点は、+点から真北２３４度３４分４５秒２．７２メートル
の地点

-点は、,点から真北１４４度１９分５０秒１．７０メートル
の地点

.点は、-点から真北２３４度３０分１３秒０．５０メートル
の地点

/点は、.点から真北３２３度５７分３４秒０．９９メートル
の地点

0点は、/点から真北２３３度５６分３３秒２．７９メートル
の地点
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�点は、�点から真北１４３度５４分４５秒０．９９メートル
の地点

�点は、�点から真北２３３度４６分４４秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北３２３度４５分３３秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北２３３度５６分１９秒１１．３６メート
ルの地点

�点は、�点から真北２３１度３４分５０秒２０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２３１度０３分３８秒９．３３メートル
の地点

�点は、�点から真北２３４度０１分５３秒１２．６５メート
ルの地点

	点は、�点から真北２４２度１０分３７秒１２．６７メート
ルの地点


点は、	点から真北２４５度０５分０４秒１９．９７メート
ルの地点

�点は、
点から真北２４６度０３分５７秒７．８４メートル
の地点

�点は、�点から真北２５７度５２分１８秒３．０８メートル
の地点

点は、�点から真北２７０度１３分４３秒３．９４メートル
の地点

�点は、点から真北２７６度０２分３７秒６．９５メートル
の地点

�点は、�点から真北２７５度５７分４１秒１０．８９メート
ルの地点

�点は、�点から真北１８５度５４分４０秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北２７５度３７分０５秒０．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北６度１５分２３秒１．００メートルの
地点

�点は、�点から真北２７６度０６分３８秒２．８０メートル
の地点

�点は、�点から真北１８５度３７分２７秒１．００メートル
の地点

�点は、�点から真北２７５度５６分４０秒１．７０メートル
の地点

�点は、�点から真北５度５４分４０秒１．７０メートルの
地点

�点は、�点から真北２７５度５７分１５秒１．９９メートル
の地点

�点は、�点から真北２７１度１６分１９秒４．８２メートル
の地点

�点は、�点から真北２５８度０３分１０秒４．７１メートル
の地点

�点は、�点から真北２４４度４９分３３秒４．８２メートル
の地点

�点は、�点から真北２３１度３５分４９秒４．７２メートル
の地点

�点は、�点から真北２２７度０７分０８秒１５．０１メート

ルの地点

�点は、�点から真北２３０度２５分５５秒１０．７２メート
ルの地点

�点は、�点から真北２３１度００分３９秒１０．６７メート
ルの地点

�点は、�点から真北２３０度４８分４７秒１．４３メートル
の地点

 点は、�点から真北１４１度０３分０６秒１．６８メートル
の地点

!点は、 点から真北２３１度０５分０７秒３．００メートル
の地点

"点は、!点から真北３２１度０３分５０秒１．６７メートル
の地点

#点は、"点から真北２３１度０３分４０秒５．４６メートル
の地点

$点は、#点から真北２３１度００分０８秒１１．２９メート
ルの地点

%点は、$点から真北２２７度００分２６秒９．７１メートル
の地点

&点は、%点から真北２２０度２９分３２秒１．９８メートル
の地点

'点は、&点から真北１２９度２３分３９秒１．７０メートル
の地点

(点は、'点から真北２１９度０７分５８秒０．５１メートル
の地点

)点は、(点から真北３０８度４７分１３秒１．００メートル
の地点

*点は、)点から真北２１７度１１分１５秒２．８５メートル
の地点

+点は、*点から真北１２５度３５分５８秒１．００メートル
の地点

,点は、+点から真北２１４度３６分２２秒１．７０メートル
の地点

-点は、,点から真北３０３度３８分３３秒１．７０メートル
の地点

.点は、-点から真北２１２度１１分４１秒２．５８メートル
の地点

/点は、.点から真北２１２度０５分３４秒６．０２メートル
の地点

0点は、/点から真北２１１度４７分１５秒２０．００メート
ルの地点

1点は、0点から真北２１０度４５分２５秒１５．００メート
ルの地点

2点は、1点から真北２１０度３７分０７秒４．７４メートル
の地点

3点は、2点から真北３４３度２４分１３秒６．１０メートル
の地点

ウ 面積

３，６６０．４６平方メートル

4 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

宇和島市遊子２００９番１１から同遊子２２７２番までの地先

公有水面及び陸域
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イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（宇和島市遊子２００９番２地先の市道に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度１２分２６秒、東経１３２度２７分４２

秒の地点

�点は、基点から真北１４６度５０分２９秒３３．０８メート
ルの地点

�点は、�点から真北１６９度３４分２０秒８１．３０メート
ルの地点

�点は、�点から真北２２８度４０分２５秒６０．５６メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０３度１４分５１秒５５．３３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２０度２４分２３秒２９．５０メート
ルの地点

�点は、�点から真北２９６度２７分１０秒５６．６３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８２度３４分２７秒１４８．３３メート
ルの地点

	点は、�点から真北２３７度１６分４１秒１１９．５０メート
ルの地点


点は、	点から真北２４０度２４分５２秒３９．１６メート
ルの地点

�点は、
点から真北２９８度１７分３９秒２７．９９メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２３度１６分１０秒１１．０７メート
ルの地点

点は、�点から真北２度５７分５１秒９．４５メートルの
地点

�点は、点から真北１１度０２分５０秒４．６２メートルの
地点

�点は、�点から真北２０度２７分４８秒５．８３メートルの
地点

�点は、�点から真北２３度３７分１３秒７．０３メートルの
地点

�点は、�点から真北２８度１１分３５秒５．００メートルの
地点

�点は、�点から真北２８度５４分４２秒９．５４メートルの
地点

�点は、�点から真北２７度５３分５３秒９．７４メートルの
地点

�点は、�点から真北３０度５６分０６秒３．４８メートルの
地点

�点は、�点から真北３７度５３分３２秒１３．１１メートル
の地点

�点は、�点から真北４１度３２分３０秒３．０９メートルの
地点

�点は、�点から真北４７度０７分５１秒８．６６メートルの
地点

�点は、�点から真北４８度４０分３０秒６．２４メートルの
地点

�点は、�点から真北５７度０７分１１秒４．４２メートルの

地点

�点は、�点から真北５３度２７分３７秒８．６２メートルの
地点

�点は、�点から真北４６度４３分２０秒７．２８メートルの
地点

�点は、�点から真北４５度５１分１５秒５．１７メートルの
地点

�点は、�点から真北４５度１６分１０秒１１．４７メートル
の地点

�点は、�点から真北４４度３０分５４秒１０．４０メートル
の地点

�点は、�点から真北５０度４２分５５秒１３．５７メートル
の地点

 点は、�点から真北５２度０７分０８秒５．８３メートルの
地点

!点は、 点から真北６９度５２分４０秒３．８０メートルの
地点

"点は、!点から真北８６度３９分３４秒５．４０メートルの
地点

#点は、"点から真北９３度３８分２４秒１４．９８メートル
の地点

$点は、#点から真北９５度３１分４９秒１３．１４メートル
の地点

%点は、$点から真北９５度３７分４０秒２．６３メートルの
地点

&点は、%点から真北８５度１４分４２秒３．８８メートルの
地点

'点は、&点から真北７０度４８分４０秒３２．５２メートル
の地点

(点は、'点から真北６３度５６分３５秒６．５３メートルの
地点

)点は、(点から真北４９度００分４６秒２７．４６メートル
の地点

*点は、)点から真北４８度２２分３８秒１９．２３メートル
の地点

+点は、*点から真北５４度４５分２１秒４．６７メートルの
地点

,点は、+点から真北６２度１６分２６秒１０．８８メートル
の地点

-点は、,点から真北６３度３７分１２秒９．９５メートルの
地点

.点は、-点から真北６８度０９分１４秒１２．６０メートル
の地点

/点は、.点から真北７４度２２分４１秒３．７１メートルの
地点

0点は、/点から真北８８度４９分０７秒２．７２メートルの
地点

1点は、0点から真北１１１度３３分４７秒４．６９メートル
の地点

2点は、1点から真北１３５度０７分２７秒４．７９メートル
の地点

3点は、2点から真北１２６度４１分４６秒１９．１０メート
ルの地点
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�点は、�点から真北１２７度５１分１０秒１２．３３メート
ルの地点

�点は、�点から真北１２５度３７分０１秒１１．７９メート
ルの地点

�点は、�点から真北１１４度３９分１８秒８．６６メートル
の地点

�点は、�点から真北１１５度４７分５９秒８．３７メートル
の地点

�点は、�点から真北１０７度３４分０５秒５．３６メートル
の地点

�点は、�点から真北９６度１０分１６秒３．７１メートルの
地点

�点は、�点から真北９２度００分３５秒４．５６メートルの
地点

	点は、�点から真北８３度０７分１１秒３．０３メートルの
地点


点は、	点から真北７８度２２分５７秒１４．７７メートル
の地点

�点は、
点から真北８５度４５分１９秒２２．９５メートル
の地点

�点は、�点から真北８９度４３分１７秒３．５５メートルの
地点

点は、�点から真北９６度５９分１９秒２．９７メートルの
地点

�点は、点から真北１０６度１６分４９秒７．０９メートル
の地点

�点は、�点から真北１１６度３３分１０秒１０．８１メート

ルの地点

�点は、�点から真北１２１度０４分４４秒４．６２メートル
の地点

�点は、�点から真北１２１度４０分３２秒６．１９メートル
の地点

�点は、�点から真北１２７度１８分５９秒４．８８メートル
の地点

�点は、�点から真北１３１度３９分１５秒１２．９２メート
ルの地点

�点は、�点から真北１３０度４５分０３秒８．８１メートル
の地点

�点は、�点から真北１２１度４８分４０秒１５．２０メート
ルの地点

�点は、�点から真北９８度１６分４７秒７．５３メートルの
地点

�点は、�点から真北２０１度１３分２９秒５．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北１３２度１０分５９秒４．８７メートル
の地点

ウ 面積

５０，１２１．２４平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約２，５７０平方メートル

漁港施設用地 約１，０９０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１６年６月４日

�愛媛県告示第１３４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市山田町乙２２１番２から

同町乙２２２番１地先まで

旧 １４．０～１７．８ ０．０４０

新 １４．０～２０．４ ０．０４０

〃 〃
松山市山田町乙２２５番４地先から

同町乙２２６番地先まで

旧 １５．４～１７．８ ０．００６

新 １５．４～１８．４ ０．００６

〃 〃
松山市山田町乙２２８番８から

同町乙２２８番３地先まで

旧 ９．６～２０．２ ０．０５０

新 ９．６～２４．２ ０．０５０

〃 〃 松山市山田町１３８６番１８
旧 １５．４～２１．２ ０．０１５

新 １６．８～２２．４ ０．０１５

〃 〃 松山市山田町乙２４９番１０
旧 ２０．４～２２．０ ０．０２０

新 ２１．２～２３．６ ０．０２０
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�愛媛県告示第１３４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市山田町乙２２１番２から

同町乙２２２番１地先まで
平成１６年６月１８日

〃 〃
松山市山田町乙２２５番４地先から

同町乙２２６番地先まで
〃

〃 〃
松山市山田町乙２２８番８から

同町乙２２８番３地先まで
〃

〃 〃 松山市山田町１３８６番１８ 〃

〃 〃 松山市山田町乙２４９番１０ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万町大字直瀬乙１４５０番２から

同大字乙１４５６番４まで

旧 ７．４～１６．４
１３．４～２７．５

０．０６３
０．０８９

新 １３．４～２７．５ ０．０８９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町大瀬南７５４６番２から

同町大瀬南７５５９番４まで

旧 ４．０～７．３ ０．１５５

新 ７．３～２７．５ ０．１３９
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�愛媛県告示第１３５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市具定町字正之森２９９番１、３０１番３及び２９９

番１２

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町長須３８番地

有限会社富士住サービス

代表取締役 白石 一忠

３ 図面省略

�愛媛県告示第１３５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町大瀬南７５４６番２から

同町大瀬南７５５９番４まで
平成１６年６月１８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６四土（開）第４号

平成１６年５月３１日
四国中央市土居町野田甲１５５６番、甲１５６０番２及び甲１５５７番

四国中央市三島宮川四丁目９番５３号
カクケイ株式会社
代表取締役 井 原 威 雄

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１０日 ＮＰＯ法人 カラダ・元気応
援団ＨＩＳＣＯＭ 八 田 十美子 愛媛県新居浜市久保田町一丁目

４番２９号
この法人は、地域の住民に対して、健康推
進に関する事業を行い、心身ともに健康な
生活を営むことをサポートし、健康で元気
なまちづくりを行うための福祉の増進、社
会教育の推進等を目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１０日 特定非営利活動法人
エイジングサポートセンター 三 好 明 夫 愛媛県温泉郡重信町大字田窪１９

７６番地６
本法人は、会員や市民に対して児童福祉、
身体障害者（児）福祉、知的障害者（児）
福祉、精神障害者福祉、高齢者福祉に対す
る理解を深め、これらの者の人権を守り、
生活の質の向上のために、自立支援に関す
る相談や支援事業を行うことにより、福祉
の増進を図り、もって社会全体の利益の増
進に寄与することを目的とする。

��������������
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４９号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる病院として指定したもののうち、久和会立花外科病院

について、次のとおり名称の変更があった。

平成１６年６月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県教育委員会告示第８号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１３条第２項の規定に基づき、次のように登録事項の変更を登録した。

平成１６年６月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

�愛媛県選挙管理委員会告示第５０号
愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成１６年６月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙事務執行規程（昭和３７年５月２５日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正する。

第４条、第７条及び第１２条中「不在者投票用封筒」を「投票用封筒」に改める。

第１３条中「投票管理者は、」を「投票所において、投票管理者は、」に改める。

第１３条に次の１項を加える。

２ 政令第４９条の７の規定により読み替えて適用される政令第４３条の規定によってかぎを封印したときは、その表面にかぎが

在中する旨並びに投票管理者の職、氏名、これを封印した者の職、氏名及び２以上の期日前投票所を設けた場合にあっては

当該期日前投票所を記載するものとする。

第１７条の次に次の２条を加える。

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

第１７条の２ 法第４８条の２第１項の場合においては、第８条中「選挙の期日の翌日に」とあるのは「期日前投票所を設ける期

間の末日に」と、第１５条第１項中「投票管理者」とあるのは「投票管理者又は市町村委員会」と、「法第５５条」とあるのは

「法第５５条及び政令第４９条の１０」と、「投票箱等」とあるのは「投票箱等及び封印をした投票箱のかぎ」と、同条第２項中

「投票管理者」とあるのは「投票管理者又は市町村委員会」と、「開票管理者に」とあるのは「投票管理者にあっては、市

町村委員会に、市町村委員会にあっては、開票管理者にそれぞれ」と、第２１条第１項中「開票管理者は、投票箱の送致を受

けたときは」とあるのは「市町村委員会又は開票管理者は、投票箱等及び封印をした投票箱のかぎの送致を受けたときは」

と、同条第３項中「前項の報告を受けたとき」とあるのは「前項の報告を受けたとき又は自ら保管中の投票箱及びそのかぎ

に異状が生じたとき」とし、第１４条及び第１７条の規定は、適用しない。

（投票所に関する規定の準用）

第１７条の３ 第１０条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、第１０条中「選挙の期日」とあるのは「期

日前投票所を設ける期間の初日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と読み替えるものとする。

第１８条の次に次の１条を加える。

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例）

第１８条の２ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令第６５条の２

教育委員会告示

区 分 登録番号
設置者
の名称

名 称 所 在 地 変更の理由 変更登録年月日

変更後

第１２号 愛媛県 愛媛県歴史文化博物館

西予市宇和町卯之町四丁目１１番地２

西予市の発足による。 平成１６年６月８日

変更前 東宇和郡宇和町卯之町四丁目１１番地２

名 称

新 久和会立花病院

旧 久和会立花外科病院

��������������
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に規定する者を除く。）で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれ

に関し必要な手続に係る規定の適用については、第４条第１項中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「法第

１９条第３項」とあるのは「法第３０条の２第４項」と、第９条中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、第１２条中

「投票管理者（指定関係投票区の投票管理者を除く）」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票管理者」と、「不在者投票

に関する調書」とあるのは「在外選挙人の不在者投票に関する調書」と、「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と

、「投票用封筒及び不在者投票証明書」とあるのは「投票用封筒」と読み替えるものとする。

別記報告等様式目次９の項中「法４０条２項」の下に「、法第４８条の２ ３項」を加え、同目次１３の項中「程８条」の下に「

、程１７条の２」を加える。

別記第６号様式を次のように改める。

第６号様式

承 諾 書

投票管理者
何年何月何日執行の何選挙における

�
�
�
何月何日の（何）期日前投票所��

�
の
�
��
��
投票管理者の職務代理者

�
��
��
となることを承諾します。何投票区 投票立会人

何年何月何日

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 殿

住 所

氏 名 印

注 投票立会人において立ち会うべき時間を定めた場合には、時間を付記すること。

別記第７号様式を次のように改める。

第７号様式

記号

何年何月何日

氏 名 あて

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 �
投票立会人の選任について

何年何月何日執行の何選挙における
�
�
�
何月何日の（何）期日前投票所��

�
の投票立会人に選任したから、本書及び印章持参のうえ、何月何日何投票区

何時何分までに
�
�
�
期日前投票所��

�
へ参集してください。投票所

注１ 立ち会うべき時間を定めた場合には、時間を付記すること。

２ 承諾書を同封する場合には、折り返し返送又は提出を願う旨を付記すること。

別記第８号様式を次のように改める。

第８号様式

記号

何年何月何日

氏 名 あて

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 �
投票立会人の選任について

何年何月何日執行の何選挙における
�
�
�
何月何日の（何）期日前投票所��

�
の投票立会人を次のとおり選任したから通知します。何投票区

党 派 氏 名 住 所 選任年月日 備 考

注 備考欄には、選任の経緯、立ち会うべき時間その他参考となる事項を適宜記入すること。

別記第９号様式中「第９号様式」を
「第９号様式

に改め、同様式に次のように加える。
その１ 」

その２ 記号

何年何月何日

何選挙区投票管理者 氏 名 あて

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 �

の開閉時刻
期日前投票所

�
��
��
を開く時刻

�
��
��
の
�
�
�
繰り上げ��

�
について

を閉じる時刻 繰り下げ
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の開閉時刻
何年何月何日執行の何選挙について、（何）期日前投票所

�
��
��
を開く時刻

�
��
��
の
�
�
�
繰り上げ��

�
を次のように定めたから通知します。

を閉じる時刻 繰り下げ

１ 投票所を開く時刻を何時に繰り下げ閉じる時刻を何時に繰り上げる。

別記第１０号様式中「第１０号様式」を
「第１０号様式

に改め、同様式に次のように加える。
その１ 」

その２
何
選
挙
何
期
日
前
投
票
所

別記第１１号様式中「投票所設備その１」を「投票所（期日前投票所）設備その１」に、「投票所設備その２」を「投票所（

期日前投票所）設備その２」に改める。

別記第１３号様式を次のように改める。

第１３号様式

記号

何年何月何日

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 あて
�
�
�
（何）期日前投票所��

�
投票管理者 氏 名 �何投票区

投票用紙等の受払について

何年何月何日執行の何選挙における投票用紙等の受払は、次のとおりであるから、残余を添えて報告します。

種 類 受 数 使 用 数 差 引 残 数 左記のうち汚損数 備 考

別記第１４号様式を次のように改める。

第１４号様式

宣 言 書

投票管理者 あなたが何市何町何番地何某であるかどうかを確認することができませんから本人に相違ないことを宣言してください。

選 挙 人 私は何市何町何番地何某に相違ないことを宣言します。

上記宣言書を筆記の上読み聞かされたところ事実に相違ありませんから
�
�
�
署名します。
選挙人に代わって署名します。

何年何月何日
�
�
�
（何）期日前投票所��

�
において何投票区

選挙人 何 某

何市（町）（村）選挙管理委員会書記 何 某

別記第１７号様式を次のように改める。

第１７号様式

記号

何年何月何日
�
�
�
（何）期日前投票所��

�
投票管理者 氏 名 あて何投票区

何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 �

投票箱等の送付について

何年何月何日執行の何選挙に使用する投票箱等を下記のとおり送付します。

記

種 別 単 位 数 量 種 別 単 位 数 量

投票箱 個 不在者投票 枚

選挙人名簿（抄本） 冊（部） 不在者投票に関する調書 部

在外選挙人名簿（抄本） 冊（部） 在外投票に関する調書 部

投票箱のかぎ及びかぎ入れ用封筒 個 投票録 枚

投票用紙 枚 投票調 枚

点字投票用紙 枚 投票管理者の印 個

仮投票用封筒 枚 点字器 個
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雑 報

�公示による通知
住所不明（ただし、住民票の住所 大阪府柏原市大字太平

寺８１８番地の３） 村井 公男

住所不明（ただし、住民票の住所 京都府京都市北区紫竹

西野山町４４番地の５杉山マンション２０５号） 濱松 一郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において

保管してあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１６年７月１２日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１６年６月１８日

愛媛県収用委員会

会長 矢野 隆三

平成１６年５月２１日付け１６媛収第１０号－４審理の開催について

（審理開催の通知）

注１．当該投票区が指定関係投票区である場合は、「不在者投票」欄に斜線を引くこと。ただし繰延投票が行われ当該投票区に属する選挙人がし

た法第４９条の規定による投票の送致を受けた場合又は公職選挙法施行規則第１５条の２第３項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定する

投票区となった場合は、この限りでない。

２．当該投票区が指定在外選挙投票区以外の投票区である場合は、「在外選挙人名簿（抄本）」及び「在外投票に関する調書」欄に斜線を引く

こと。県の議会の議員又は知事の選挙の場合も同様であること。

３．期日前投票所である場合は、「不在者投票」、「不在者投票に関する調書」及び「投票調」欄に斜線を引くこと。また、在外選挙に係る期日

前投票所でない場合は、「在外選挙人名簿（抄本）」及び「在外投票に関する調書」欄に斜線を引くこと。

別記第１８号様式中「第１８号様式」を
「第１８号様式

に改め、同様式に次のように加える。
その１ 」

別記第２０号様式その２注１中「及び」を「並びに」に改め、「不在者投票」の下に「及び在外投票」を加える。

別記第２１号様式に次のように加える。
その３ 在外選挙人に関する不在者投票事務処理簿

不 在 者 投 票 事 務 処 理 簿

委

員

長

印

係

印

在 外 選 挙 人 請求 交 付 交 付 拒 絶 投 票 投票用紙
の返還 備

考

最終住所地又は本籍地 氏 名

在外選挙

人証交付

番 号

受
理
年
月
日

請求
方法

交
付
年
月
日

交付用紙等 年

月

日

拒絶理由

投票の日又
は投票の送
付若しくは
送致を受け
た月日

在
外
公
館
長

選
管
委
員
長

投票
用紙

封
筒

郵便
投票
の説
明書

直接
郵便
代理

別記第２２号様式を次のように改める。

第２２号様式

在 外 投 票 事 務 処 理 簿

委

員

長

印

係

印

在 外 選 挙 人 請求 交 付 交 付 拒 絶 投 票 投票用紙
の返還 備

考

最終住所地又は本籍地 氏 名

在外選挙

人証交付

番 号

受
理
年
月
日

請求
方法

交
付
年
月
日

交付用紙等 年

月

日

拒絶理由

投票の日又
は投票の送
付若しくは
送致を受け
た月日

指定在外選
挙投票区の
投票管理者
への送致月
日

投票を
行った
在外公
館等の
名称

在
外
公
館
長

選
管
委
員
長

投票
用紙

封
筒

郵便
投票
の説
明書

直接
郵便
代理

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

その２ 何選挙投票箱等送致目録

１ 投 票 箱 個

２ 投票箱のかぎ 個

３ 投 票 録 部

４ 選挙人名簿（抄本） 冊（部） 在外選挙人名簿（抄本） 冊（部）

５ 何 々

（何）期日前投票所投票管理者 氏 名 �
何市（町）（村）選挙管理委員会委員長 氏 名 �

注１．「在外選挙人名簿（抄本）冊部」は、該当ない場合は記入しないこと。
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任 免 辞 令

�任免辞令
５月３１日

愛媛県技術吏員 土 井 貴 明

同 兵 頭 真

同 越 智 拓 良

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

６月１日

丹 下 敬 忠

角 藤 裕

二 宮 大 輔

� 上 智 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

保健福祉部管理局保健福祉課勤務を命ずる（各通）

�������
�公営企業任免辞令

６月１５日

愛媛県技術吏員 松 岡 洋一郎

願により本職を免ずる

�������
�公営企業任免辞令

６月１６日

小 泉 幸 司

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる
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